
防災部会の設置目的とこれまでの審議

東日本大震災を踏まえ 被災要因や施設の防護効果を検証し 地域の実情に応じて東日本大震災を踏まえ、被災要因や施設の防護効果を検証し、地域の実情に応じて
産業やまちづくりとも連携した被災港湾の復旧方針を樹立するとともに、津波からの防
護水準や防護方式の再点検を行い、港湾における総合的な津波対策のあり方につい

平成２３年５月１６日 第１回防災部会
次津 特徴 港湾 津 防 施 被 態 び被 ズ 析

て検討を行う。

・今次津波の特徴、港湾における津波防災施設の被災形態及び被災メカニズムの分析

第２回防災部会平成２３年６月３日 第２回防災部会
・２段階（防災・減災）の総合的な津波対策
・港湾における総合的な津波対策のあり方（中間とりまとめ（素案））

平成２３年７月６日 第３回防災部会
・港湾における総合的な津波対策のあり方（中間とりまとめ）

「港湾における総合的な津波対策のあり方（中間とりまとめ）」
を公表

172



地方整備局における港湾の地震・津波対策の検討概要

港湾の津波対策の検討内容

◎ 防災目標、減災目標の明確化

● 港湾の津波防災施設（防波堤、防潮堤等）の天端高の見直し、粘り強い構造に係

港湾の津波対策の検討内容

● 避難対策の強化に関する方針の明確化

港湾 津波防災施設（防波堤、防潮堤等） 天端高 見直 、粘り強 構造 係
る技術的検討などを通じた整備方針の見直し

● 被災時の港湾活動を継続するための港湾BCPの策定に関する方針の明確化● 被災時の港湾活動を継続するための港湾 の策定 関する方針の明確化

検討体制

等

地方整備局（北海道開発局 沖縄総合事
交通政策審議会港湾分科会

防災部会
中間とりまとめ

地方整備局（北海道開発局、沖縄総合事
務局を含む）において、管内の港湾管理者、
関係市町村、関係企業などで構成される地
震・津波対策検討会議（仮称）を設置し、港

●東海・東南海・南海地震等の連動に
よる想定地震・津波高の見直し

震 議 港
湾における地震・津波対策を検討する。

【地方整備局における検討体制のイメージ】

●臨海工業地帯の地震・防災対策

●津波防災施設の老朽化対策 地盤の

地方整備局 港湾周辺立地企業

港湾管理者
港湾利用者・
関係団体

●津波防災施設の老朽化対策、地盤の
液状化対策 地元市町村 有識者
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今後の審議概要

東海・東南海・南海地震や首都直下地震などの切迫性が指摘されるなか これまでの東海・東南海・南海地震や首都直下地震などの切迫性が指摘されるなか、これまでの
検討の主眼である津波に対する対策はもとより、施設の耐震化、地盤の液状化対策な
ど地震動そのものへの対策も含めた地震・津波対策の総合的な方針を策定する。

平成２４年２月２９日 第４回防災部会
・総合的な地震・津波対策の論点

平成２４年４月中～下旬 第５回防災部会平成２４年４月中～下旬 第５回防災部会
・ 「港湾における総合的な地震・津波対策のあり方」（案）の審議

平成２４年５月下旬 第６回防災部会
・ 「港湾における総合的な地震・津波対策のあり方」のとりまとめ港湾における総合的な地震 津波対策のあり方」のとりまとめ

「港湾における総合的な地震 津波対策のあり方 を公表「港湾における総合的な地震・津波対策のあり方」を公表

構成案

１．港湾の津波からの防護・避難対策
２．港湾の復旧・復興
３．災害に強い物流ネットワークの構築
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防災・減災目標の明確化 港湾の耐震性・耐津波性能の向上

港湾における総合的な津波対策のあり方

175

防災・減災目標の明確化

○湾奥部に産業・物流施設等が集積する港湾
において、湾口防波堤や海岸保全施設を組
み合わせた総合的な防護方式の導入

港湾の耐震性・耐津波性能の向上

２つのレベルの津波を想定。いずれのレベルに対して
も、最悪のシナリオのもとに避難計画を策定。

175
発生頻度の高い津波

○人命、経済活動等を守る「防災」

み合わせた総合的な防護方式の導入

○臨海工業地帯の地震・津波対策の強化

○最大クラスの津波に対して 壊滅的な倒壊は

概ね数十年から百数十年に一回程度の頻度

最大クラスの津波

○防潮堤から背後地への浸水を防止

港湾の産業・物流と連携した防護のあり方

○最大クラスの津波に対して、壊滅的な倒壊は
しにくい粘り強い構造を目指す

発生頻度は極めて低いが 影響が甚大な津波
○港湾における防護ラインの設定・見直し。他
の施設を津波防災施設として活用

○企業BCPの策定を促進。また、官民連携のも

○人命を守り、経済的損失を軽減する「減災」

○防潮堤からの浸水は許容するものの、土地利用や避
難対策と一体となった総合的な対策を講じる

発生頻度は極めて低いが、影響が甚大な津波

○企業BCPの策定を促進。また、官民連携のも
とでの港湾BCPを策定

難対策と 体となった総合的な対策を講じる

避難対策の強化最大クラス
の津波産業・物流エリア

【港湾における「減災」のイメージ】

○津波の到達時間等を考慮し、港湾の労働者
や利用者の避難施設を浸水想定区域内に設
ける

津波
避難場所避難場所みなとまちエリア

水際線の防護ライン

○GPS波浪計を活用した避難に係る情報提供
システムの強化・多重化

洗掘防止対策等
を講じた防潮堤

粘り強い構造を
有する防波堤など

現行の
防護ライン

臨港道路・緑地
等の活用

土地利用の見直し、BCP策定 175



２段階（防災・減災）の総合的津波対策

総合的津波対策
津波レベル
の定義

津波の
発生頻度

達成すべき
防護目標

総合的津波対策

防災施設 土地利用 避難対策

発生頻度の
高い津波

そ 地点 施設

数十年～

百数十年に
１回

・人命を守る

・財産（堤内地）を
守る

経済活動（堤内

・堤内地の浸水
を防止するよう
計画・設計

・堤外地の重
要な港湾施
設が被災し
な よう計

・最悪の
シナリオ
を想定し
て計画その地点で施設

の供用期間に発
生する可能性が
高い津波

・経済活動（堤内
地）の継続

・発災直後に必要
な港湾機能の

ないよう計
画

て計画

高い津波 な港湾機能の
継続

数 年 命を守最大クラスの
津波

その地点で想定

数百年～
千年に１回

・人命を守る
・経済的損失の
軽減

大きな 次災害

・堤内地の浸水
を許すが、破堤
等により被害が
拡大しないよう

・堤内地の浸
水を前提と
して計画

・最悪の
シナリオ
を想定し
て計画その地点で想定

される最大規模
の津波

・大きな二次災害
の防止
・早期復旧

拡大しないよう
計画・設計

・必要に応じ多重
防御を検討

て計画

防御を検討
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中央防災会議等における地震・津波対策の検討状況
東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会

5月28日 第１回～

開催経緯目的
東北地方太平洋沖地震による地震・津波の発生、被害の

状況について、早急に分析の上、今後の対策を検討する必
要があるため ①今回 地震 津波被害 把握 分析 ②今

6月26日 第４回
中間とりまとめ 今後の津波対策の基本的考え方に いて 公表

～

要があるため、①今回の地震・津波被害の把握・分析、②今
後の地震動推定・被害想定のあり方、③今後の地震・津波対
策の方向性について検討。

中間とりまとめ ～今後の津波対策の基本的考え方について～ 公表
7月10日 第５回

9月28日 第１２回
東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 報告 公表

平成23年8月28日 第１回～

開催経緯目的
過去に南海トラフのプレート境界で発生した地震に係る科

南海トラフの巨大地震モデル検討会

第

～

学的知見に基づく各種調査について防災の観点から幅広く
整理・分析し、想定すべき最大クラスの対象地震の設定方
針を検討。

【今後の予定】

12月27日 第７回
中間とりまとめ 公表

平成24年1月17日 第８回

2月20日 第１１回
【今後の予定】

平成24 年春に予定されている文部科学省地震調査研究推進本部による南海トラフの地震の長期評価の検討を反映。その後、東海・東南
海・南海地震の新たな想定地震の設定方針、地震動・津波高さ等の推計結果のとりまとめ

首都直下地震に係る検討首都直 震 係る検討

○首都地域では、２～３百年間隔で関東大震災
クラス(M8）の地震が発生
・ただし、今後100年以内に発生する可能性は

と どな とから除外

東日本大震災を受けて、最大クラスの巨大地震の想定が必要
平成２４年２月１日、中央防災会議防災対策推進検討会議において、首都直下地震の規模

（M8）、被害想定の見直しを平成２４年度より行うことを決定した。

新たな地震像

177

ほとんどないことから除外

○この間に、M７クラスの直下地震が数回発生
・これが現在の首都直下地震対策の対象地震

新たな地震像

相模トラフ沿いの巨大地震の新たな想定

首都直下地震（東京湾北部地震等）の検証

相模トラフ沿いの巨大地震による
震度分布・津波高

検証後の首都直下地震（東京湾北部地震等）
による震度分布・津波高



ＧＰＳ波浪計による津波情報提供体制の強化①
東日本大震災の教訓を踏まえ、今後発生すると想定されている東海、東南海、南海地震等の大規模地震
及び津波に備えるためのＧＰＳ波浪計の整備及び既存ＧＰＳ波浪計の情報提供用システムを強化する。

リアルタイムで公表
設置位置図 観測センター

（港湾空港技術研究所：横須賀市）

リアルタイムで公表
設置位置図

既存観測点

Ｈ２３年度3次補正整

GPSアンテナを海上に浮かべたブイ

気象庁

・GPS波浪計での津波の観測情報を公開
・観測に基づく沿岸での予想津波高さを公開
・観測値を用いた津波警報の見直し

リアルタイムで
データ収集・転送

Ｈ２３年度3次補正整
備検討海域

陸上局

GPSアンテナを海上に浮かべたブイ
に搭載し、ブイの3次元の動きを捉え
ることで波浪・潮位を観測。

広く情報
提供

GPS波浪計

観測情報（無線）波

GPS波浪計

沖合約20km

港湾事務所

港湾工事の設計・施工管理に利用
津波・高波発生時の防災情報として利用
漁業・マリンレジャーでの利用

水深
100m～400m程度

沖合約20km

＊沖合では沿岸に比べて津波の高さは小さくなるが、津波警報が発表（気象庁所管）される程度の高さの津波が沿岸に来襲する場合（沿岸で津波の高さが１ｍ以上）では、ＧＰＳ波
浪計を設置している沖合でも津波成分を検出可能。

漁業 マリンレジャ での利用
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気象庁等関係機関と連携し、より確度の高い津波警報の発表に寄与する。

ＧＰＳ波浪計による津波情報提供体制の強化②
気象庁等関係機関 連携 、より確度 高 津波警報 発表 寄与する。

３次補正で東北地方太平洋沖
３ヶ所へ ブイ式海底津波計の

：既設、 ：新設 国交省港湾局GPS波浪計
ケーブル式海底水圧計（気象庁、東大、JAMSTEC）
DONET（ケ ブル式 JAMSTEC） ３ヶ所へ、ブイ式海底津波計の

整備等（気象庁）
（文部科学省によるケーブル式の海底観測
システムの整備に時間のかかるエリア）

DONET（ケーブル式、JAMSTEC）

GPS波浪計３基の新設
平成23年度３次補正予算より伊勢湾口 高知平成23年度３次補正予算より伊勢湾口、高知
室戸沖及び日向沖に整備

インライン式海底地震計ＤＯＮＥＴ型海底観測システム

今後、ケーブル式の海底観測システム（文部科学省）
の整備等により、重点的に観測を強化する海域
（整備後は気象庁もデータ収集）

GPS波浪計
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ＧＰＳ波浪計による津波情報提供体制の強化③
気象庁・津波警報GPS波浪計・津波観測

①避難等の情報伝達活動
災害対策活動に応じた
的確な状況提供内容

連携

○津波高さ・到達時間

広 報 車

防 災 行 政 無 線

エ リ ア メ ー ル
リアルタイム沖合津波高さ

沿岸予想津波高さ

的確な状況提供内容

（情報伝達の例）津波防災支援システム

○
○
市
災

津波高さ 到達時間
（およそ沿岸到着10分前）

〔沖合津波観測情報〕 XX：XX現
在

△△△沖GPS波浪計 1.0m

ケ ー ブ ル テ レ ビ

・
・
・

②現場での災害対応活動

沿岸予想津波高さ

沿岸予想到達時間

津波浸水予測マップ

住災
害
対
策

XX：XX

〔沿岸津波予測情報〕
◇◇市沿岸
予想津波高さ 3.0m
予想到達時間 XX：XX

消 防 関 連

町 内 会

学 校 関 連
リアルタイム沖合津波高さ

沿岸予想津波高さ

（情報伝達の例）

住

民

策
本
部

津波浸水予測マップ 病 院

・
・
・

③緊急避難先の管理活動

沿岸予想津波高さ

沿岸予想到達時間

部
避 難 所

安 全 な 高 台

津 波 避 難 ビ ル

リアルタイム沖合津波高さ

津波浸水予測マップ

（情報伝達の例）

・・・

津波浸水予測マップ

：津波防災支援システムの活用による情報の流れ
：気象庁の予報等の流れ

※予測情報はシステム講習会を受講した者
にのみ配信

「津波防災支援システム」の情報は気象庁の発する予報等を補完する
情報として活用するものです。
「津波防災支援システム」の情報は気象庁の発する予報等を補完する
情報として活用するものです。 180※東北地方整備局作成資料



ＧＰＳ波浪計による津波情報提供体制の強化④
地域の津波防災に対する効果GPS波浪計・津波観測防災基本計画の修正 地域の津波防災に対する効果

①住民の避難を促す情報伝達を効果
的に行える

衛星等を用いた

第3編「津波災害対策編」の新設
（H23.12.27 中央防災会議決定事項）

【第1章 災害予防より抜粋】
・最大クラスの津波に対しては、住民等の避難を軸
とした総合的対策の構築
徒歩による避難を原則として 地域の実情を踏ま 【例】実際に沖合で発生した津波の随時情報によ

東 本大 災 ら 教

【例】浸水予測範囲や予想到達時間の情報により、
自治体は効率的な避難誘導の活動ができる。

通信回線の複線化

津波防災支援システム

リアルタイム沖合津波高さ

く 指す）

・徒歩による避難を原則として、地域の実情を踏ま
えつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるよ
うなまちづくり（津波到達時間が短い地域では、
おおむね5分程度で避難が可能となるようなまち
づくりを目指す）

【例】実際に沖合で発生した津波の随時情報によ
り、住民自らによる避難を促すことができる。

東日本大震災からの教訓
（現行運用システムに係る課題）

避難時

リアルタイム沖合津波高さ

沿岸予想津波高さ

沿岸予想到達時間

【例】防災避難訓練に組み込むことで、実際の津
波状況に即したスムーズな行動が可能となる。

・・・

・想定外の津波で使用出来ない避難所
が発生。

・想定外のため訓練どおりの行動が取
れず。

津波浸水予測マップ

連携

②現場での災害対応活動を安全かつ
効果的に行える

【例】津波到達時刻等の情報を伝えることにより、
水門 陸閘の閉鎖作業等現地での災害対応活

・避難誘導者・消防団等に津波到達時
間の情報提供が必要。

避難誘導時 ○○市災害対策本部
広 報 車

防災行政無線

消 防 関 連

町 内 会

学 校 関 連

水門･陸閘の閉鎖作業等現地での災害対応活
動に従事する者の安全を確保することができ
る。

・・・

・停電により情報伝達手段が寸断。

災害対策時
エリアメール

ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ ﾃ ﾚ ﾋ ﾞ

・・・

学 校 関 連

病 院

・・・
避 難 所

安 全 な 高 台

③緊急に避難した住民の安全確保を
確実に行える

【例】緊急避難場所で沖合で発生している津波の

・インターネット回線のバックアップ
が必要。

・計画的な水門閉鎖等の操作ができず。

安 全 な 高 台

津波避難ビル

・・・

随時情報や浸水予測範囲を伝達することによ
り、避難者の自己判断による帰宅を防止する
ことができる。

・・・
181※東北地方整備局作成資料



釜石沖GPS波浪計津 津波高（シミュレーション） ビ 階相当

湾口防波堤の減災効果（釜石港の事例）

釜石沖GPS波浪計

津波高（観測値）

6.7m

波
防
波
堤
が
無

（シ
ミ
ュ
レ
ー
シ 津波発生時の海面

遡
上
高

津波高（シミュレーション）

13.7m
ビル3階相当
高さまで浸水

遡 高無
い
場
合

シ
ョ
ン
結
果
） 沖合約20km

津波発生時の海面

水深 204m

遡上高（シミュレーション）

20.2m
防潮堤
（高さ4.0m）

防潮堤を超えるまで
（シミュレーション）

28分
遡上高

28分

遡上高

津波高

４割低減

５割低減

津
波
防
波
堤

（東
日
本
大

釜石沖GPS波浪計

津波高（観測値）

6.7m

津波の進入を
せき止め

津波の進入を
せき止め

遡上高（シミュレーション）

約10.0m津波高（現地の津波痕跡高）

8.1m

堤
が
あ
る
場
合

大
震
災
に
よ
る

津波発生時の海面

津波防波堤

遡
上
高

防潮堤を超えるまで

防潮堤
（高さ4.0m）

合る
被
災
）

津波防波堤 防潮堤を超えるまで
（現地事務所情報）

34分 防潮堤を超える時間

６分遅延

防波堤の前後で、越流や回折は発生するものの、釜石港湾口防波堤によって、津波のエネ
ルギーを７～８割低減させることができた。 182



湾奥部に産業・物流施設等が集積する港湾において、湾口防波堤や海岸保全施設を組み合わせた総合的な津波対策を進める。

湾口防波堤や海岸保全施設を組み合わせた津波対策

港湾合同庁舎

釜石市役所

湾奥部（産業・物流エリア）

・釜石港における湾口防波堤の有無による湾奥部の産業・物流エリアの浸水状況 （海岸保全施設は原形のままと想定した場合）

シミュレーション結果

湾口
防波堤釜石飼料㈱

釜石グレーンセンター㈱
新日本製鐵㈱

釜石駅

病院

中学校

シミュレ ション結果

A

海岸保全施設
（胸壁）

須賀地区

嬉石地区

大平地区
釜石警察署

三陸廃プラリサイクル研究（協）

大平地区

（協）岩手オートリサイクルセンター

小学校湾口防波堤がない場合

拡大図

シミュレーション結果

○ 湾口防波堤と海岸保全施設を組み合わせることに
より 津波対策のコストを大幅に削減

対象津波 ： 明治三陸地震津波

釜石飼料㈱

釜石グレーンセンター㈱新日本製鐵㈱

釜石駅

港湾合同庁舎釜石市役所

病院

中学校

A

より、津波対策のコストを大幅に削減
○ 湾口防波堤の効果（今回の釜石港での被災例）

湾口防波堤が
ない場合

湾口防波堤が
ある場合

効 果

須賀地区

嬉石地区

釜石飼料㈱

三陸廃プラリサイクル研究（協）

A点での津波高 13.7m 8.1m ４割低減

A点での津波流速 6.6m/s 3.0m/s ５割低減

津波が海岸保全施設
（胸壁）を超えるまでの 28分 34分 ６分遅延

浸水高 ；

大平地区

（協）岩手オートリサイクルセンター

釜石警察署

小学校湾口防波堤がある場合（復旧後）

（胸壁）を超えるまでの
時間

28分 34分 ６分遅延

遡上高 20.2m 10.0m ５割低減
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防波堤の港内側の基礎マウンドをかさ上げする等の軽微な追加対策により、ケーソンが動いても基礎マウンド上

「粘り強い」防波堤構造の検討

【被覆材の設置】
基礎マウンドの

１）港内外の水位差でケーソンが押されるとともに、上部からの
越流により ウ ド港内側の洗掘が進行し ケ が滑落

からは滑落せずに、被災後も防波堤としての 低限の機能を保持できるような「粘り強い」構造を目指す。

今回の津波による被災メカニズム 粘り強い構造の防波堤

基礎マウンドの
洗掘の防止

【港内側】

ケ
【港外側】

越流によりマウンド港内側の洗掘が進行し、ケーソンが滑落

【港外側】 【港内側】
越流水位差

ケー
ソン
ケーソン

基礎マウンド「
粘

る

津波に
よる外力

ケーソン

〔津波の来襲時〕

【基礎マウンドの拡幅・嵩上げ】
ケーソンの滑動の抑制

基礎 ウンド
粘
り
強
く
持
ち

る
」構
造
と
し
て

【ケーソンの滑動】

基礎マウンド

【基礎マウンドの洗掘】

越流

襲

水位差

津波に
る外力

【ケーソンの傾斜】

２）ケーソンが滑落した部分に流れが集中、マウンドの洗掘
が両側に進行し、マウンド上に残ったケーソンも傾斜

ち
こ
た
え

て
の
工
夫

【防波堤正面図】

ケーソン

基礎マウンド

よる外力

ケーソンは滑動するが、基礎マウンドにめり込むとともに、後ろから捨石で
支えられるため、マウンドからの滑落までは至らない。また、港内側にも被
覆ブロックを設置することで洗掘を抑制し、長時間持ちこたえる構造にする。

基礎マウンド

【ケーソンの滑落】 【基礎マウンドの洗掘】 184



港湾の施設の技術基準の見直しについて
○東日本大震災では、港湾の施設も大きな地震・津波被害を受けたことから、地震・津波に強い港湾を目指し、

港湾の施設の技術基準の見直しを予定。
○具体的には、防波堤等の粘り強い構造や液状化の判定方法の見直し等の基準の見直しを予定。
○今後、技術的な検討を進め、防災部会の答申等を踏まえ、早期に技術基準の見直しを進める。

（可能な見直し措置は平成２３年度内に実施）

【被覆材の設置】

粘り強い構造

（可能な見直し措置は平成２３年度内に実施）

液状化の判定方法の見直し

〔通常時〕

【港内側】ケー
ソン

【港外側】 ケーソン

今回の震災では、地震動の継続時間が長かったため、
液状化被害が拡大。しかし、これまでの液状化判定
方法は、継続時間が考慮されていなかった。

〔津波 来襲時〕

【基礎マウンドの拡幅・嵩上げ】

基礎マウンド

継続時間を考慮した液状化判定方法に見直し、港湾
における液状化の予測精度の向上を図る。

越流

〔津波の来襲時〕

水位差

津波に

における液状化の予測精度の向上を図る。

津波への抵抗力
が増し、ケーソン
は動いても崩壊
に至らな

継続時間継続時間

ケーソン

基礎マウンド

よる外力 に至らない。

防波堤を越えるような高さの津波の被害を受けても崩壊せず、
減災効果を発揮する「粘り強い構造」とする設計を目指す

基礎マウンド

地震動の継続時間が短い波形
（阪神大震災）

地震動の継続時間が長い波形
（東日本大震災）
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東日本大震災における消防団員の犠牲

○被災地 は 水門 閉鎖や避難誘導を行 た多く 消防団員が 津波 犠牲とな る○被災地では、水門の閉鎖や避難誘導を行っていた多くの消防団員が、津波の犠牲となっている。

東日本大震災における消防団員の死者・行方不明者数（平成23年11月24日現在）
第1回 東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会（平成23年11月25日）の資料より抜粋 186



東日本大震災における水門等の閉鎖遅れの事例

東 本 震災 生後 首都 を 交○東日本大震災の発生後、首都圏を中心に、交通
渋滞等により津波の到達時間に水門等の閉鎖が
間に合わない事態が発生している。

平成23年10月7日 読売新聞平成23年9月18日 読売新聞 187



東日本大震災による津波到達に伴う水門等の閉鎖状況

○東 本大震災 際 全国 閉鎖すべき水門等 うち 機器 故障や 資材不足 作業員○東日本大震災の際、全国の閉鎖すべき水門等のうち、機器の故障や、資材不足、作業員への
命令の遅れ、管理委託をしている企業が休日であったなどの理由により、約２％において閉鎖さ
れなかった。

水門等の閉鎖状況 閉鎖すべき施設であるが、閉鎖されなかった理由
（複数回答）

閉鎖すべき施設※であり、

不明
65（2％）

常時閉鎖しているもの

0 5 10 15 20

（複数回答）

閉鎖する必要なしと判断し、命令を出さなかった
（潮位を見守った結果、閉めなかった等を含む）

閉鎖されたもの
2279（74％）

常時閉鎖しているもの
202（7％）

閉鎖すべき施設※

ではないもの

機器の故障により閉鎖せず

閉鎖に用いる角落資材が不足していたため

調査対象施設
計3056

ではないもの
452（15％） 利用者から開放するよう要望があり閉鎖せず

扉体部工場整備中のため

閉鎖すべき施設※であり、
閉鎖されなか たも

電話回線が混雑しており、閉鎖を行う作業員へ
の命令が遅れた

管理を受託している企業が休日のため

※東北地方太平洋沖地震による津波が、海岸管理上、当該施設の閉鎖対象となる場合

閉鎖されなかったもの
58（2％） その他

港湾局調査（平成23年10月））より
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水門等の閉鎖完了までの所要時間と自動化・遠隔操作化の割合

○全国の港湾の水門等について、閉鎖指示から閉鎖完了までの所要時間をみると、３０分以上か○全国の港湾の水門等について、閉鎖指示から閉鎖完了までの所要時間をみると、３０分以上か
かるものが、全体の４割をしめている。

○規模が比較的大きな水門等については、自動化、遠隔操作化等を進めることとしているが、実
施されている箇所は約１１％にとどまっている。

自動化、遠隔化等がされている
水門・陸閘等の割合

施されて る箇所は約 ま て る。

閉鎖を指示してから閉鎖が完了
するまでの所要時間

（全国の港湾における水門等）

全ての
水門等

自動化・遠隔操作
化等の対象となり

うる水門等

自動化・遠隔操
作化等が実施さ
れている水門等

（全国の港湾における水門等）

0～5分未

満

無回答

61 2%

25,463 6,668
742

（約11％）
注１：括弧内は、自動化、遠隔操作化等がされている水門等の割合。
注 「自動化 遠隔操作化等 対象となりうる水門等 とは 幅 以上

満
585
19%

5分以上

10分未満30分以上 注２：「自動化・遠隔操作化等の対象となりうる水門等」とは、幅2ｍ以上、
高さ1ｍ以上の規模の水門等。

【自動化、遠隔操作化の事例】

10分未満

175 6%

10分以上

15分未満

30分以上
1,237
40%

分 満

248 8%

15分以上

20分未満

名古屋港海岸（愛知県） 東京港海岸（東京都）

20分未満
473
15%

20分以上

25分未満

138 5%

25分以上

30分未満

139 5%
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港湾における水門等の管理委託状況について

○全国の港湾の水門等の管理形態をみると、その約７割が施設の点検や閉鎖等の操作について、
地元市町村等に管理委託されており、また、再委託されているものも含めると、水門等の実際の
操作が消防団や地 企業 委ねられ る場合が多操作が消防団や地元企業に委ねられている場合が多い。

水門等の管理委託の有無 再委託で「あり」と答えたもの
のうち、その再委託先の割合

管理委託で「あり」と答えたも
ののうち、その委託先の割合

管理委託されている水門等
のうち、再委託がされている
水門等の有無水門等 有無

無回答 個人

自治会・

町内会

漁協

50

2%

消防団

28

1%

水防団

2

0%

無回答

31

2% 無回答

98 5% 近隣民間

漁協

31
3%

個人
21
2%

あり

なし
895
29%

61 2%

近隣民

間企業

個人

124

6%

会

108

5%

あり
962
46%なし

消防団自治会・

町内会

民

企業
84
9%

あり
2,100
69%

地元市

町村

1,324

63%

433

21%

46%なし
1,040
50%

549
57%

町内会
277
29%
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陸閘の配置状況等の例（須崎港の事例）

○港湾においては、港湾利用者の来訪や作業車両の通行等の利便性を確保するため、数多くの陸○港湾においては、港湾利用者の来訪や作業車両の通行等の利便性を確保するため、数多くの陸
閘が配置されているが、津波来襲時の閉鎖作業を考慮し、利用状況に応じた開放陸閘の限定化
や、陸閘の構造的工夫による開閉作業の簡素化など、幅広い検討を行う必要がある。

魚市場

魚市場背後 胸壁約魚市場背後の胸壁約250m
の区間に陸閘が９基設置

木材岸壁

岸壁の前面の胸壁
約700mの区間に
陸閘が１４基設置

木材岸壁

砂利バース
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避難対策（港頭地区の労働者の避難施設の必要性）

○清水港の袖師・興津・新興津地区において調査した結果 津波到達時間内に避難所への避難が○清水港の袖師 興津 新興津地区において調査した結果、津波到達時間内に避難所への避難が
不可能だと言われている埠頭内労働者は３００人を超えている。

静岡県調査より作成
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避難対策（避難に係わる施設整備等）

【出展】災害時の避難に関する専門調査会 津波防災に関するワーキンググループ 資料より
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避難対策（避難に係わる施設整備等）

【出展】災害時の避難に関する専門調査会 津波防災に関するワーキンググループ 資料より
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津波に対する港湾の安全性評価について①

～東海・東南海・南海地震等の津波シミュレーション結果（暫定値※）～

国土交通省港湾局では、東日本大震災の教訓を生かし、東海・東南海・南海地震等による津波シ
ミュレーションを実施し、東京湾から九州に至る主要１９港の安全性評価を進めております。
今般 ①各港の津波による第 線防波堤の越流 及び② テナタ ミナ の浸水の危険性を分

東海 東南海 南海地震等の津波シミ レ ション結果（暫定値 ）

今般、①各港の津波による第一線防波堤の越流、及び②コンテナターミナルの浸水の危険性を分
析した結果を、津波に対する安全性に関する暫定的な値として取りまとめました。
この結果を踏まえ、津波からの防護、被災後の速やかな復旧・復興、災害に強い物流体系の構築

などに関する地震 津波対策の総合的な基本方針を近々に取りまとめる予定ですなどに関する地震・津波対策の総合的な基本方針を近々に取りまとめる予定です。

【 大クラスの津波を引き起こす想定地震】
１）中部地方～九州地方 ２）東京湾１）中部地方～九州地方

・東海・東南海・南海・日向灘・海溝軸（５連動型）
・マグニチュードMw：8.9

２）東京湾
・元禄関東地震の震源域を沖合の海溝軸まで拡大
・マグニチュードMw：8.4

※内閣府の津波推計結果が公表されるまでの暫定値
内閣府の津波推計が公表され、シミュレーション結果と大きな差異が生じた場合は必要に応じて補正
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～①想定津波高と第一線防波堤の天端高の比較（最大クラスの津波）～

津波に対する港湾の安全性評価について②

外洋に面する港湾では、 大クラスの津波高が第一線防波堤の天端高を大幅に上回り、破壊に至ることが懸
念される港湾が数多く見られます。一方、三大湾の港湾でも、地震による地盤沈下を考慮すれば、津波の越流
の可能性も否定できません。このため、粘り強い構造とするための施設の補修についての技術的指針や補強
方法などの検討を早急に進めることとしています方法などの検討を早急に進めることとしています。

14.0 

大阪湾 伊勢湾 東京湾

(TP(m))

第 線防波堤の天端高

8.0 

10.0 

12.0 
大阪湾 伊勢湾

三河湾
東京湾第一線防波堤の天端高

大クラスの津波高

4.0 

6.0 

0.0 

2.0 

※ 本結果においては、地殻変動に伴う沈下量は考慮しているが、液状化による沈下量は考慮していない。
※ 本結果においては、防波堤の天端高と津波高を比較したものであり、背後地の危険性や安全性を示すものではない。

内閣府の津波推計結果が公表されるまでの暫定値。
内閣府の津波推計が公表され、シミュレーション結果と大きな差異が生じた場合は必要に応じて補正。 196



～②三大湾の主要なコンテナターミナルにおける津波の浸水想定～

津波に対する港湾の安全性評価について③

港湾地域を防護する施設の外側に位置するコンテナターミナルでは、津波の来襲による浸水が予想されま
す。このため、港湾の労働者や来訪者の安全確保のガイドラインを策定するとともに、国際コンテナ戦略港湾な
どでは、地震・津波に強く、被災後も直ちに復旧可能な施設整備の方針を早急に策定することとしています。

港名 地区名・埠頭名 水深
現況の
天端高
（TP(m)）

沈下後の
岸壁

天端高※2

（TP( )）

津波高
（TP(m)）

沈下後の
岸壁天端高

との差※3

（ ）

沈下後の
岸壁

天端高※２

（TP( )）

津波高
（TP(m)）

沈下後の
岸壁天端高

との差※３

（ ）

コンテナターミナル 発生頻度の高い津波※１ 大クラスの津波

（TP(m)） （m） （TP(m)） （m）

青海埠頭 （-15m） 2.8 2.1 2.0 0.1 1.8 2.2 -0.4

大井埠頭 （-15m） 2.9 2.2 1.9 0.3 1.9 2.1 -0.2

川崎港 東扇島埠頭 （-14m） 2.9 2.1 1.8 0.3 1.7 2.3 -0.6

東京港

大黒埠頭 （-15m） 2.7 2.0 1.9 0.1 2.0 2.3 -0.3

本牧埠頭 （-13m） 2.5 1.8 1.9 -0.1 1.8 2.2 -0.4

南本牧埠頭 （-16m） 2.9 2.2 1.6 0.6 2.2 1.9 0.3

飛島埠頭 （ 16 ） 3 4 3 1 2 0 1 1 2 9 2 2 0 7

横浜港

飛島埠頭 （-16m） 3.4 3.1 2.0 1.1 2.9 2.2 0.7

鍋田埠頭 （-14m） 3.4 3.1 1.9 1.2 2.9 2.3 0.6

四日市港 霞ヶ浦地区北埠頭 （-14m） 3.5 3.2 2.2 1.0 3.0 3.2 -0.2

ポートアイランド第２期 （-15m） 2.8 2.7 2.0 0.7 2.7 2.3 0.4

名古屋港

神戸港

※１ 発生頻度の高い津波は現行の地域防災計画などをもとに個々の港毎に設定

六甲アイランド （-14m） 3.1 3.0 1.9 1.1 3.0 2.6 0.4

夢洲 （-15m） 3.6 3.5 2.6 0.9 3.5 2.9 0.6

咲洲（南港地区） （-13m） 3.5 3.4 3.1 0.3 3.4 3.6 -0.2
大阪港

神戸港

※１ 発生頻度の高い津波は現行の地域防災計画などをもとに個々の港毎に設定。
※２ 本結果においては、地殻変動に伴う沈下量は考慮しているが、液状化による沈下量は考慮していない
※３ 津波高が岸壁天端高を上回っている岸壁については、マイナス表示と着色により表示している。

内閣府の津波推計結果が公表されるまでの暫定値。
内閣府の津波推計が公表され、シミュレーション結果と大きな差異が生じた場合は必要に応じて補正。 197



複数の都道府県に被害が及ぶような大規模災害発生時に緊急物資輸送の中継拠点や広域支援部隊のベ ス

広域的な緊急物資輸送体制の確立（基幹的広域防災拠点）

複数の都道府県に被害が及ぶような大規模災害発生時に緊急物資輸送の中継拠点や広域支援部隊のベース
キャンプとして機能する基幹的広域防災拠点を京阪神都市圏及び東京湾臨海部に整備するとともに国による災害
時の運用体制を強化する。（港湾法により、非常災害時は国土交通大臣が基幹的広域防災拠点を管理・運用でき
るように規定されている。）

○東南海・南海地震等の大規模災害発生時において、緊
急物資の輸送活動等を円滑に実施するため、平成20年

＜堺泉北港堺２区＞ 平成24年4月に供用予定 ＜川崎港東扇島地区＞ 平成20年度より供用開始

○首都直下地震等の大規模災害発生時には、国土交通大臣が
管 理し、緊急物資輸送の中継拠点や広域支援部隊のベース急物資の輸送活動等を円滑に実施するため、平成20年

度より整備に着手。 キャンプとして機能。一方、平常時は川崎市管理の緑地として市
民に開放。

○災害時の運用体制を強化するため、ヘリコプターや船舶による
緊急物資輸送訓練や拠点の応急復旧訓練等を、関係機関と協働

年間 程度実施港湾広域防災拠点支援施設
（その他施設費）

臨港道路
（公共）

して年間２回程度実施。

基幹的広域防災拠点
（公共） 27.9ha

耐震強化岸壁
（公共）

東京港

【東扇島地区】15.8ha

堺泉北港

東京港

川崎港

横浜港

千葉港
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耐震強化岸壁の整備状況

○平成１８年３月に「耐震強化岸壁緊急整備プログラム」を策定し、平成２２年度までに全国整備率を概ね７０％○平成 ８年３月に 耐震強化岸壁緊急整備プ グラム」を策定し、平成 年度までに全国整備率を概ね ０％
にすることを目標にしてきた。

○平成２３年４月末現在で、全国で１８３岸壁が整備完了、４０岸壁が整備中。
○東日本大震災を踏まえ、現在の「耐震強化岸壁緊急整備プログラム」を見直す予定。

耐震強化岸壁の未整備港湾（２９港湾）

耐震強化岸壁の整備済・整備中港湾（８３港湾）

耐震強 岸壁 計 がある重 港湾 表

【耐震強化岸壁の整備状況】
耐震強化岸壁整備対象港湾
○港湾背後地域が一定規模の人口を有している港湾

○地形要因により緊急物資の輸送等を海上輸送に依

東海地震防災対策強化地域、東南海・南海
地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

阪神・淡路大震災以降に発生した 大震度６

※耐震強化岸壁の計画がある重要港湾以上のみ表記

日本海溝・千島

○地形要因により緊急物資の輸送等を海上輸送に依
存せざるを得ない背後地域を有する港湾

○離島航路が就航しており震災時にも離島航路の維
持が必要な港湾 等

（「港湾 おける大規模地震対策施設整備 基本方針 ）
阪神 淡路大震災以降に発生した 大震度６
弱以上の地震の震源地

日本海溝・千島
海溝周辺海溝型

耐震強化岸壁緊急整備プログラム
（平成 年度の 年間）

（「港湾における大規模地震対策施設整備の基本方針」）

（平成１８～２２年度の５年間）

全国の耐震強化岸壁整備率を概ね７０％へ向上
臨海都道府県の全てで耐震強化岸壁を整備

東海

東南海 南海

耐震強化岸壁整備完了 １８３岸壁

全国平均整備率（％）＝（１８３＋４０）／３３６＝６６％

整備中 ４０岸壁
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東南海・南海

（平成２３年４月末現在）

全国平均整備率（％）＝（１８３＋４０）／３３６＝６６％
完了 整備中 計画



東日本大震災の被災地では耐震強化岸壁は7バース供用（緊急物資対応6バース、幹線貨物対応1

東日本大震災における耐震強化岸壁

東日本大震災の被災地では耐震強化岸壁は7バ ス供用（緊急物資対応6バ ス、幹線貨物対応1
バース）のうち、緊急物資対応6バースが発災後速やかに利用できる状態であった。

緊急物資輸送岸壁

震災後 最初に
八戸港

港名 地区 施設
震災後、最初に
入港した船舶

緊急支援物資の種類と量

八戸 八太郎 Ｎ岸壁
飼料

（民間）
－

般貨物

1バース

釜石港
バ 釜石 須賀 岸壁(-7.5m)

一般貨物
（民間）

－

仙台塩釜
（仙台）

中野 高松ふ頭岸壁
緊急支援物資
（九州地整）

食料（米：約1,000食、
レトルト食品：700食）
や灯油（ドラム缶70本

1バース

仙台塩釜港
3バ ス（うち国際 ン （仙台） （九州地整） や灯油（ドラム缶70本

分）

仙台塩釜
（仙台）

中野
雷神ふ頭２号

岸壁
緊急支援物資
（海上保安庁）

非常食：1,500食分

3バース（うち国際コン

テナ1バース）

小名浜 ５号ふ頭 第１号岸壁
石炭

（民間）
－

茨城港
（常陸那珂港）

中央ふ頭 A岸壁
一般貨物
（民間）

－小名浜港 （常陸那珂港）
中央ふ頭 A岸壁

（民間）

国際海上コンテナターミナル
震災後 最初に

小名浜港
1バース

港名 地区 施設
震災後、最初に
入港した船舶

緊急支援物資の種類と量

仙台塩釜
（仙台）

向洋
高砂ふ頭２

号岸壁
一般貨物
（民間）

－

常陸那珂港
1バース
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東日本大震災における耐震強化岸壁の利用（緊急物資輸送）

被災地域における耐震強化岸壁の整備状況

八戸港（１バース）

釜石港（１バース）

耐震強化岸壁 （損傷なし）

釜石港（１バース）

仙台塩釜港（３バース）

相馬港（１バース整備中）

（前面に傾斜し、背後が陥没）

港 備

小名浜港（１バース）

茨城港（１バース）

仙台塩釜港の耐震強化岸壁
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仙台塩釜港において九州地方整備局の「海翔丸」が緊
急支援物資（非常食、毛布、燃料油）を積載し、入港。
（平成２３年３月１７日）

仙台塩釜港において海上保安庁の巡視船「みうら」
が緊急支援物資（非常食）を積載し、入港。
（平成２３年３月１９日）



東日本大震災における耐震強化岸壁の利用（物流機能の維持）

仙台塩釜港では港湾周辺の工場で生産された完成自動車
の積み出しが行われている。（平成２３年４月２１日）

小名浜港では火力発電等に利用される石炭を運搬するバルク
船が入港している。 （平成２４年１月１１日）
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港湾の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定

○ 業務継続計画（ＢＣＰ）・・・（BCP: Business Continuity Plan）

不測の事態（危機・災害）などの被害を受けても業務が中断せず、また、中断した場合も可能
な限り短期間で回復する必要がある。よって、残存する能力で優先すべき重要業務を実施・継
続さ 許容されるサ ビ ベ を保ち か 中断した重要業務も許容される期間内 復

○ 業務継続計画（ＢＣＰ） （BCP: Business Continuity Plan）

続させ、許容されるサービスレベルを保ち、かつ、中断した重要業務も許容される期間内に復
旧できるよう、前もって災害発生時の対応方法や支援体制を定めたもの。

BCP策定後の操業
災害発生

１００％

BCP策定後の操業
度の復旧曲線

製
品
供

に
し
た

１００％
通常時
（１００％）

BCPが無い場合の
操業度 復 曲線供

給
量
な
ど

た
操
業
度
（

操業度の復旧曲線

発災直後に業務を継続
するため 低限求めらど

を
元

（
％
）

時間

するため 低限求めら
れる操業度
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時間

通常時の操業度に戻るまで許容され
る期間



港湾の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定（大阪湾BCP（業務継続計画））

阪神・淡路大震災では、神戸港において港湾施設に甚大な被害が発生し、港湾機能が長期間に渡り著しく低下。
その結果、貨物が釜山港、横浜港等大阪湾外へ移転。

3,500

4,000

（単位：千TEU）

神戸港
横浜港

阪神･淡路大震災阪神･淡路大震災
神戸港

1 500

2,000

2,500

3,000

東京港
名古屋
大阪港
釜山TS（日本）

0
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1,500
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港湾は様々な組織のネットワークによって物流業務が成り立っており、一部のダメージが全体の機能不全につながる。
→大阪湾内の港湾関係者が個々にＢＣＰを作成するとともに、これらの整合性を図り、統合することで、大規模地震発生時に
低 た大阪湾 港湾機能を 期 復さ る
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コンテナターミナルの被災状況

個々の関係者のＢＣＰ 大阪湾ＢＣＰ ＜大阪湾ＢＣＰ原案の柱となる４つの事項＞
１.目標の設定

低下した大阪湾の港湾機能を早期に回復させる。

目標の設定
２.被災想定
３.対処行動と目標時間
４.業務継続のための情報連絡系統広域連携

体制の構築
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※BCP（Business Continuity Plan）
＝被災により、組織の機能が低下し、ヒト、モノ、情報及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下に
おいて、優先すべき業務を特定するとともに、業務実施に必要な資源の確保・配分や揮命令系統の明確化等
について必要な措置を講じることにより、業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベルの向上を図り、適
切な業務実行を行うことを目的とした計画。

（資料：中央省庁業務継続ガイドラインより作成）



東日本大震災発生後、新潟港が果たした役割
－太平洋側港湾の代替港ー
仙台塩釜港及び八戸港が被災したため、コンテナ船の代替寄港が発生。
また、被災港に配船していたコンテナ船のローテーションが変更され、週12便から週13便に増便されるととも
に、韓国航路１便を中国まで延伸。
鹿島港及び東北地方の工場が被災したため 家畜用飼料を新潟港から秋田 山形 群馬県等へ供給鹿島港及び東北地方の工場が被災したため、家畜用飼料を新潟港から秋田、山形、群馬県等へ供給。

被災 飼料
八戸港

新潟港 ・3月14日と19日に仙台塩釜港及び八戸港で陸揚げ予定だったコ
ンテナを新潟港で取扱い。

被災した飼料工場
被災したコンテナターミナル

仙台塩釜港 ンテナを新潟港で取扱い。仙台塩釜港

鹿島港

地震で被災した鹿島港
・4月末までに新潟港から東北等6県に2万2千トンの飼料を出荷。

国土地理院電子国土より作成

全農サイロHPより 205



東北太平洋側の石油精製及び配分基地が被災していたため ガソリン 灯油等を新潟港へ輸送し 磐越道

東日本大震災発生後、新潟港が果たした役割
－石油や緊急物資の輸送拠点－

東北太平洋側の石油精製及び配分基地が被災していたため、ガソリン・灯油等を新潟港へ輸送し、磐越道
や国道１１３号を経由して福島、宮城等の被災地へガソリン・灯油等の供給を実施。（太平洋側の油槽所の
復旧に伴い4月末にはほぼ収束）
救援物資を積載した船舶が新潟港に入港し、東北各地への配送拠点として機能。

ガソリン・軽油・灯油
苫小牧港

救援物資

石油類

室蘭港

国土地理院電子国土より作成

救援物資

新潟港 3月に68隻、4月に72隻のタンカーが入港（前年月平均48隻）。主要な油槽所における4月
の取扱量約２５万KL（対前年１．３倍）

石油製品を輸送するタンカー石油製品を輸送するタンカー 被災地への輸送拠点となった油槽所被災地への輸送拠点となった油槽所

救援物資救援物資

釜山港

磐越道

113113 N-WTTHPより

岩国港
敦賀港

コンテナハウスの荷卸し状況コンテナハウスの荷卸し状況

博多港

鹿児島港

鹿児島大学の練習船の荷下ろし状況鹿児島大学の練習船の荷下ろし状況
((新潟大学提供）新潟大学提供）

韓国からの支援物資荷卸し状況韓国からの支援物資荷卸し状況

4月1日に韓国政府、3月28日に国立大学協会からの救援物資を陸揚。復興関係資材
も随時到着。

被災した精油所・油槽所
大分港

徳山下松港
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東京湾における船舶の発災時緊急避難対策の必要性

○東日本大震災の際 東京湾では無秩序な避泊状態等が続いた これを踏まえ 待避行動の○東日本大震災の際、東京湾では無秩序な避泊状態等が続いた。これを踏まえ、待避行動の
ルール化（待避ルート･避泊地確保）、津波襲来後の速やかな航路啓開等の実施が必要。

【東 本大震災 際 東京湾 船舶 避泊 た主な水域】

船橋

【東日本大震災の際の東京湾の船舶の避泊した主な水域】
＜東日本大震災の際の東京湾の状況＞
◎湾内船舶：約４００隻（内ＡＩＳ搭載約２５０隻）

◎津波高さ：船橋２.５ｍ 横浜１.６ｍ 木更津２.７ｍ
東京港

千葉港

水深は深いが狭い水域
のため隻数の限られる
巨大船を優先的に誘導

◎津波高さ：船橋２.５ｍ 横浜１.６ｍ 木更津２.７ｍ
◎待避行動：船長判断で多数の船が湾内に停泊
-保安部と各船舶の交信が不通になった
-発災後２４時間の出湾隻数は６割減した

ま 密な避泊状 が継続 た

川崎港

横 港

無秩序な避泊状態となった
ため、緊急避難用の泊地と
緊急物資輸送船等の航路を
確 が

巨大船を優先的に誘導
することが必要-３月１５日頃まで過密な避泊状況が継続した

木更津港

横浜港 確保することが必要

広い避泊域が確保できるが巨大
船には水深不足のため隻数の
多い横浜・川崎等の中型～大型
船を誘導することが必要

＜東日本大震災を踏まえた課題＞
◎待避行動のル ル化（待避ル ト 避泊地確保）

３.１１で船舶が避泊した主な水域
開発保全航路

●：防災関連施設
●：コンテナ戦略（16m以上）
●：国際バルク戦略

◎待避行動のルール化（待避ルート･避泊地確保）

◎津波襲来後の速やかな航路啓開の実施
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●：国際バルク戦略
●：耐震バース（緊急物資10m以上）



臨海工業地帯の液状化対策等の推進
東日本大震災において仙台製油
所で発生した火災背景

○地震による臨海コンビナートの被災。
例；阪神淡路大震災〈1995〉、十勝沖地震 〈2003〉、東日本大震災 〈2011〉

○臨海コンビナートの耐震化等の安全性向上施策の要請

○埋立護岸等の多くが老朽化し また 液状化対策が十分に行われていない可能性があることから 埋立地全

臨海工業地帯の埋立地に関する安全性の問題

○埋立護岸等の多くが老朽化し、また、液状化対策が十分に行われていない可能性があることから、埋立地全
体の大規模な被災に発展する可能性がある。

大規模災害時に想定される事態

○大規模地震などにより、臨海工業地帯が大規模な被災を受けた場合には、火災発生、石油等の危険物の海域
への流出・拡散等の事態に陥ることが懸念される。

○緊急支援物資運搬への支障

○企業の生産活動・物流機能の停止による地域経済の停滞。（東京湾内の港湾において、外貿コンテナ取扱量
は全国の約41％、貿易額は全国の約24％を占める。また、東京湾で港湾物流が1ヶ月停止すると、約8,000億
円の経済的損失）円の経済的損失）

○護岸の液状化対策の推進。

臨海工業地帯の安全性の向上に向けた取組

○護岸の液状化対策の推進。

○関係機関と連携した臨海工業地帯の安全性の向上に対する施策の検討。

○国による様々な技術的支援。 等 208



東京湾臨海部における埋立地の竣工時期

○東京湾の埋立地の約3割が、液状化が認知されるようになった新潟地震（1964年）以前に造成されている。○東京湾の埋立地の約3割が、液状化が認知されるようになった新潟地震（1964年）以前に造成されている。
○新潟地震（1964年）以前に造成された埋立地では、液状化対策はほとんど行われていないと想定され、早

急に液状化の可能性について、検討する必要がある。

国土庁大都市圏整備局 「東京湾全域における埋立地の分布と造成」(1993年)

東京湾内埋立地の竣工時期

竣工時期 面積(ha) 割合(%)

国 庁大都市圏整備局 東京湾 域 おける埋 地 分布 造成」( 年)

1985年以降 2,083 8

1975-1984年 6,200 25

1965-1974年 9,337 37

1964年以前 7,335 29

埋立面積 約

埋免認可・施工中

1986年以降

1976-1985年
1966-1975年

埋立面積：約25,000ha

1966 1975年
1956-1965年
1946-1955年
1926-1945年
1925年以前 出所；東京湾環境情報センター
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東京湾への油流出が発生した場合の被害想定（試算）

流出油の拡散範囲の予測流出油の拡散範囲の予測

【重油等の流出が発生した場合の拡散・漂流予測】
京浜臨海地区から東京湾に重油等が流出した場

夏季

京浜臨海地区から東京湾に重油等が流出した場
合には、夏季は千葉港や袖ヶ浦まで、冬季は横須
賀港まで拡散する。 京浜臨海地区

【重油等の流出が発生した場合の被害想定】

京葉臨海
中部地区

【重油等の流出が発生した場合の被害想定】

• 緊急支援物資活動に支障をきたす恐れがある。

• 火力発電所の取水口に流出油が到達すると発電
障を す があ

冬季

に支障をきたす恐れがある。

• 長期にわたり東京湾内の船舶航行が制限を受け
ると、我が国経済への悪影響が懸念される。（港
湾物流が１ヶ月停止すると、各産業での生産停止
等により、約8,000億円の経済的損失が生じると
試算）

図中の赤線は大型船（10,000トン以上）の航跡
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関東地方整備局 「臨海部の地震被災影響検討委員会」(平成21年3月)



港湾管理者からのアンケート・意見交換による課題・改善点

１．発生直後の初動・応急復旧の課題

・衛星電話等停電の際の情報伝達手段の検討、
電源喪失時の連絡体制の構築

課題の解決策（案）

・電話、メール等の通信手段の喪失
・水門の開閉作業における消防団員の安全確保 電源喪失時の連絡体制の構築

・水門の自動化

・直轄事務所、管理者、民間事業者、自衛隊等に
よる連絡会議を実施し、情報交換

水門 開閉作業 おけ 消防団員 安 確保
・他機関との復旧作業の手順等の確認が困難
・入港可能な岸壁の情報不足

・作業船や作業船用燃料の不足、作業員の宿泊や
食事の問題

２．港湾機能・復旧作業の課題

・利用可能岸壁の情報提供

・作業船の整備、燃料の備蓄、作業員の宿泊施設
の確保等体制の構築

食事の問題

・背後の沈下により 荷さばき地が使用不可

・フェリー、RORO船を活用した緊急物資輸送
・荷役機械等の電源確保

・ふ頭用地の液状化対策 防波堤の早期復旧 粘

・背後の沈下により、荷さばき地が使用不可

・荷役機械の電気系統が津波で故障し、人力での
荷役作業

・地盤沈下と防波堤の欠損による静穏度の悪化に ふ頭用地の液状化対策、防波堤の早期復旧、粘
り強い構造の検討
・ふ頭用地や上屋の整備

・緊急物資輸送対応の耐震強化岸壁の計画段階

より荷役障害が発生

・岸壁やふ頭用地、上屋の不足（ふ頭用地ががれき
の仮置き場や工事の施工ヤードに使用され、貨物
量の増大に伴い場所が不足）

震
での規格の見直し（延長、水深）
・計画策定時の耐震強化岸壁の配置位置の検討
・災害発生時のコンテナ等の取扱についての検討
TEC FORCE等による港湾関係の技術者の派遣

量の増大に伴い場所が不足）

・耐震強化岸壁の水深の不足（大型船舶の接岸不
可）

・石油専用バース等の危険物を取り扱う施設に隣
・TEC-FORCE等による港湾関係の技術者の派遣、
査定業務の応援

接した耐震強化岸壁が利用不可
・散乱したコンテナ等の処理問題
・港湾関係の技術者や査定業務経験者の不足 211
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